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B 9714：2024 (ISO 14118：2017) 

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本機械工業連合会（JMF）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産

業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣

が改正した日本産業規格である。これによって，JIS B 9714:2006 は改正され，この規格に置き換えられ

た。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 B 9714：2024 
 (ISO 14118：2017) 

機械類の安全性－予期しない起動の防止 

Safety of machinery-Prevention of unexpected start-up 

 
序文 

この規格は，2017 年に第 2 版として発行された ISO 14118 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格が属する機械類の安全性規格群は，JIS B 9700 に示すとおり次の規格体系で構成されている。 

a) タイプ A 規格（基本安全規格）：全ての機械類に適用できる基本概念，設計原則及び一般的側面を規

定する規格 

b) タイプ B 規格（グループ安全規格）：広範な機械類に適用できる安全面又は安全防護物を規定する規

格 

－ タイプ B1 規格：特定の安全面（例えば，安全距離，表面温度，騒音）に関する規格 

－ タイプ B2 規格：安全防護物（例えば，両手操作制御装置，インターロック装置，圧力検知装置，ガ

ード）に関する規格 

c) タイプ C 規格（個別機械安全規格）：個々の機械又は機械群の詳細な安全要求事項を規定する規格 

この規格は，JIS B 9700 に示すタイプ B 規格である。 

タイプ C 規格の適用範囲にある機械，並びにタイプ C 規格の要求事項に従って設計及び製作された機械

に対しては，タイプ C 規格の要求事項がこの規格に優先する。 

人が危険区域に介在する間，機械を停止状態に維持することは，機械類を安全に使用するための最も重

要な条件の一つであり，従って，それは機械設計者及び機械使用者の主要な目的の一つでもある。 

過去においては，“運転中の機械”及び“停止中の機械”の概念は一般的には明確であった。すなわち，

機械は次のいずれかであった。 

－ その可動要素，又はそのうちの幾つかが“動いている”とき，運転している。 

－ その可動要素が“休止している”とき，停止している。 

機械の自動化に伴って，“運転”と“動作”との関係，“停止”と“休止”との関係をそれぞれ定義する

ことが困難になってきている。自動化によって予期しない起動の可能性も高まり，診断作業又は是正措置

のために停止中の機械が予期せず起動するという危険事象が数多く生じている。 

可動要素によって生じる機械的危険源以外の危険源（例えば，レーザビームから生じる危険源）につい

ても考慮する必要がある。 


